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平成26年３月２日(日)午後７時よりホテルベラヴィータを会場に
１,０００人を超える方々にご賛同いただき、盛会に開催することが
できました。皆様に心から感謝と御礼を申し上げます。
群馬県を代表する多くの来賓の方々が力強い激励の言葉を頂き、
同志各位も強い絆とさらなる団結が深まったものと確信致します。
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２月１４日(金)から翌１５日(土)にかけて、沼田市を含む県内の市町村に降り積もった
大雪は、近年まれに見る「甚大な被害」をもたらしました。星野已喜雄を本部長とする
災害対策本部を県内１２市、また、利根沼田市町村で一番最初に設置し、緊急な対応に
あたってまいりました。

①市内各区への豪雪災害対策支援金の交付事業
市内８１区に対して各区一律10万円+世帯割1世帯当たり200円
平成２６年２月２０日（木）に、各区へ交付済

②平成26年豪雪災害復旧緊急補助金交付事業
補助対象は今回の豪雪により住宅及び下屋、物置、カーポートなど、
その復旧、修復を目的とした工事（撤去費用を含む10万円以上の
工事）を対象とします。
補 助 率 補助率は30％、上限15万円を交付
申請受付期間 3月3日（月）から5月30日（金）まで
問い合わせ先 市役所総務部防災対策課 電話23-2111

（内線3362、3363）

③平成26年農業生産施設災害見舞金支給事業
農業生産施設に100㎡以上の被害を受けた農家
対象農業生産施設 パイプハウス、ガラスハウス、畜舎等
見舞金支給額 一律5万円
申請受付期間 3月3日（月）から4月30日（水）まで
問い合わせ先 市役所経済部農林課 電話23-2111

（内線3235、3236、3237）

④一般廃棄物の受け入れに伴う処分手数料の免除
問い合わせ先 市役所（東原庁舎内）

市民部環境課 電話23-2111
（内線77373）

⑤被災家屋に係る固定資産税の減免
問い合わせ先 市役所市民部税務課

電話23-2111
（内線3146・3147）

●２月22日(土)夕刻より、23日(日)早朝にかけて文化会館前の
除雪作業の様子（写真は深夜０時頃）

「豪雪に対応頂きました皆様に感謝申し上げます」

星野已喜雄は、２月１９日（水）に利根沼田の市町村長を代表して、大澤群馬県知事、茂木農政部長、福田県土
整備部長に緊急要望致しました。さらに２月２４日（月）朝一番に、群馬県園芸協会会長の立場で雪害の対策に
ついて、群馬県当局に要請させていただきました。
内外の努力により、倒壊した農産物の生産に必要な施設の再建については、国が50％・市町村と県で40％、

合わせて90％の補助制度が創設され、農家負担は10％に縮減されます。また、施設の撤去につきましては、
国が50％・市町村と県で50％、合わせて100％の補助制度が創設されることになります。


